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宇美須恵都市計画特定用途制限地域の変更（宇美町決定） 

宇美須恵都市計画特定用途制限地域を次のように変更する。 

種 類 面 積 
制 限 す べ き 特 定 の 

建 築 物 等 の 用 途 の 概 要 
備 考 

特定用途 

制限地域 

(Ａ田園居住

地区) 

約 58.4ha 

以下の建築物を建築してはならない。 

(1) 法別表第２（と）項 第一号から第五号に掲げ

るもの 

(2) 次に掲げる建築物の用途に供するものでその

用途に供する部分の床面積の合計が 3,000㎡

を超えるもの 

1) 店舗又は飲食店その他これらに類する用途

に供するもののうち政令第 130条の 5の 3

で定めるもの 

2) 事務所 

3) ホテル又は旅館 

4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他

これらに類する政令第 130条の 6の 2で定

める運動施設 

5) カラオケボックスその他これに類するもの 

6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬

投票券発売所、場外車券売場その他これら

に類するもの 

7) 自動車教習所 

(3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これら

に類するものでその用途に供する部分の床面

積の合計が 30,000㎡を超えるもの 

(4) 図書館、博物館その他これらに類するもの 

(5) 病院でその用途に供する部分の床面積の合計

が 10,000㎡を超えるもの 

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これ

らに類するもの（その用途に供する部分の床

面積の合計が、保育所にあっては 1,600㎡を

超えるもの、保育所以外のものにあっては

10,000㎡を超えるものに限る。） 

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これ

らに類するものでその用途に供する部分の床

面積の合計が 10,000㎡を超えるもの 

変更なし 



種 類 面 積 
制 限 す べ き 特 定 の 

建 築 物 等 の 用 途 の 概 要 
備 考 

特定用途 

制限地域 

(Ｂ森林共生

地区) 

約 91.1ha 

以下の建築物を建築してはならない。 

(1) 法別表第２（ぬ）項 第一号、第三号及び第四

号に掲げるもの 

(2) 次に掲げる建築物の用途に供するものでその

用途に供する部分の床面積の合計が 3,000㎡

を超えるもの 

1) 店舗又は飲食店その他これらに類する用途

に供するもののうち政令第 130条の 5の 3

で定めるもの 

2) 事務所 

3) ホテル又は旅館 

4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他

これらに類する政令第 130条の 6の 2で定

める運動施設 

5) 自動車教習所 

(3) カラオケボックスその他これに類するもの 

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類

するもの 

(5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナ

イトクラブその他これに類する政令第 130条

の 8で定めるもの 

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するも

の 

(7) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類

する政令第 130条の 9の 5で定めるもの 

(8) 大学、高等専門学校、専修学校その他これら

に類するものでその用途に供する部分の床面

積の合計が 30,000㎡を超えるもの 

(9) 図書館、博物館その他これらに類するもの 

(10)病院でその用途に供する部分の床面積の合計

が 10,000㎡を超えるもの 

(11)老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これ

らに類するもの（その用途に供する部分の床

面積の合計が、保育所にあっては 1,600㎡を

超えるもの、保育所以外のものにあっては

10,000㎡を超えるものに限る。） 

(12)老人福祉センター、児童厚生施設その他これ

らに類するものでその用途に供する部分の床

面積の合計が 10,000㎡を超えるもの 

変更なし 

特定用途 

制限地域 

(Ｃ居住地

区) 

約 113.2ha 
以下の建築物を建築してはならない。 

(1) 法別表第２（ほ）項に掲げるもの 

指定区域 

追加 



種 類 面 積 
制 限 す べ き 特 定 の 

建 築 物 等 の 用 途 の 概 要 
備 考 

特定用途 

制限地域 

(Ｄ住工共生

地区） 

約 101.3ha 

以下の建築物を建築してはならない。 

(1) 法別表第２(る)項に掲げるもの  

(2) 次に掲げる建築物の用途に関するものでその

用途に供する部分の床面積の合計が 3,000㎡

を超えるもの  

1) 店舗又は飲食店その他これらに類する用途

に供するもののうち政令第 130条の 5の 3

で定めるもの  

2) 事務所  

3) ホテル又は旅館  

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ

れらに類する政令第 130条の 6の 2で定める

運動施設  

(4) カラオケボックスその他これに類するもの 

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、競馬投

票券販売所、場外車券売場その他これらに類

するもの  

(6) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナ

イトクラブその他これに類する政令第 130条

の 9の 2で定めるもの  

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するも

の  

(8) 大学、高等専門学校、専修学校その他これら

に類するものでその用途に供する部分の床面

積の合計が 30,000㎡を超えるもの  

(9) 病院でその用途に供する部分の床面積の合計

が 10,000㎡を超えるもの 

(10)保育所でその用途に供する部分の床面積の合

計が 1,600㎡を超えるもの 

(11)老人ホーム、福祉ホームその他これらに類す

るものでその用途に供する部分の床面積の合

計が 10,000㎡を超えるもの  

(12)老人福祉センター、児童厚生施設その他これ

らに類するものでその用途に供する部分の床

面積の合計が 10,000㎡を超えるもの 

新規指定 



種 類 面 積 
制 限 す べ き 特 定 の 

建 築 物 等 の 用 途 の 概 要 
備 考 

特定用途 

制限地域 

(Ｅ工業振興

地区) 

約 12.6ha 

以下の建築物を建築してはならない。 

(1) 法別表第２（わ）項に掲げるもの  

(2) 次に掲げる建築物の用途に関するものでその

用途に供する部分の床面積の合計が 3,000㎡

を超えるもの  

1) 店舗その他これらに類する用途に供するも

ののうち政令第 130条の 5の 3で定めるも

の 

2 事務所  

(3) カラオケボックスその他これに類するもの 

(4) 保育所でその用途に供する部分の床面積の合

計が 1,600㎡を超えるもの  

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これ

らに類するもの 

(6) 自動車教習所 

新規指定 

特定用途 

制限地域 

(Ｆ低層住居

地区) 

約 11.2ha 

以下の建築物を建築してはならない。 

(1) 法別表第２（い）項に掲げるもの以外の建築

物 

新規指定 

合 計 約 387.8ha －  

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理 由 

別紙のとおり 


